
16広報せたな

ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
        

北
檜
山
職
業
相
談
室
で

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

雇
用
保
険
受
給
手
続
か
ら
認

定
・
給
付
ま
で
、
ご
本
人
の
申
し

出
に
よ
り
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

で
受
付
が
で
き
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館
・
北
檜

山
職
業
相
談
室
へ
の
３
月
の
職

員
派
遣
日
は
次
の
と
お
り
で

す
。
大
成
区
の
方
の
管
轄
は
江

差
出
張
所
で
す
。

●
派
遣
日
時

・
３
月　

日
昌
午
後
１
時
〜
５
時

１８

・
３
月　

日
昭
午
前
9
時
〜
正
午

１９

問
合
せ　

北
檜
山
職
業
相
談
室

　

殺
0
1
3
7
・
8
4
・
5
7
2
4

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

　

殺
0
1
3
7
・
6
2
・
2
5
0
9

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
江
差

　

殺
0
1
3
9
・
5
2
・
0
1
7
8

ご
利
用
く
だ
さ
い　
  　
         

精
神
保
健
相
談
（
心
の
健
康

相
談
）
の
実
施
に
つ
い
て

　

八
雲
保
健
所
で
は
、
精
神
保

健
及
び
同
障
が
い
者
福
祉
に
関

す
る
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
相

談
は
、
事
前
予
約
制
で
す
。

●
日
時
／
３
月　

日
昭

１２

　

午
後
１
時　

分
〜
３
時

３０

●
場
所
／
八
雲
保
健
所
今
金
出
張
所

●
相
談
員
／
精
神
科
医
師
又
は

心
理
相
談
員

問
合
せ　

八
雲
保
健
所
健
康
推
進
課

　

殺
0
1
3
7
・
6
3
・
2
1
6
8

　

ご
確
認
く
だ
さ
い　
　
　
         

労
働
保
険
年
度
更
新
時

期
の
変
更
に
つ
い
て

　

平
成　

年
度
か
ら
労
働
保
険

２１

の
年
度
更
新
時
期
が
社
会
保
険

の
算
定
基
礎
届
の
提
出
期
間
と

統
一
さ
れ
、
従
来
の
４
月
１
日

〜
５
月　

日
ま
で
か
ら
、
６
月

２０

１
日
〜
７
月　

日
ま
で
に
変
わ

１０

り
ま
す
。
な
お
、
労
働
保
険
料

の
算
定
対
象
期
間
は
、
従
来
通

り
４
月
１
日
か
ら
３
月　

日
に

３１

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
度
更

新
申
告
書
は
、
６
月
初
旬
に
郵

送
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

北
海
道
労
働
局
総
務
部

労
働
保
険
適
用
室

　

殺
0
1
1
・
7
0
9
・
2
3
1
1

問
合
せ　

函
館
労
働
基
準
監
督
署

　

殺
0
1
3
8
・
2
3
・
1
2
7
6

　

ご
確
認
く
だ
さ
い　
  　
         

住
宅
の
建
設
を
検
討
さ

れ
て
い
る
方
へ

　

本
年　

月
１
日
以
降
に
引
き

１０

渡
さ
れ
る
住
宅
に
は
、
法
律
よ

り
、
建
設
業
者
な
ど
が
「
保
証
金

の
供
託
」
か
「
保
険
へ
の
加
入
」

を
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

ま
し
た
。
住
宅
を
建
て
る
場
合

に
は
、
そ
の
住
宅
に
「
保
険
へ
の

加
入
」
な
ど
の
措
置
が
と
ら
れ

て
い
る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

檜
山
支
庁
建
設
指
導
課

建
築
住
宅
係

　

殺
0
1
3
9
・
5
2
・
6
6
3
2

　

ご
利
用
く
だ
さ
い　
  　
         

個
人
住
民
税
の
公
的
年
金

等
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度

■自動車税のお知らせ〜自動車税は、４月１日時点の自動車の所有者に１年分課税されます。陸運支局で２１年３
月末までに抹消登録を完了した場合、２１年度分の自動車税は課税されません。現在、廃車を検討されている方
は、３月中に抹消登録をお済ませくださいますようお願いします。　檜山支庁税務課 殺0139-52-6471

（有料広告）
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戸籍の窓口
（１月１日〜１月３１日届出）

　この欄に掲載をしている方は、本人または

ご家族の了解を得ています。

人口と世帯

１月末現在（前月比）

（−１２）10,１８１人人 口

（−３）4,８１７人男

（−９）5,３６４人女

（＋３）4,６３１世帯世 帯

　

特
別
徴
収
の
対
象
者
は
、
個

人
住
民
税
の
納
税
義
務
者
の
う

ち
、
前
年
中
に
公
的
年
金
等
の

支
払
を
受
け
た
方
で
あ
っ
て
、

平
成　

年
4
月
1
日
現
在
で
、

21

国
民
年
金
法
に
基
づ
く
老
齢
基

礎
年
金
等
の
支
払
い
を
受
け
て

い
る　

歳
以
上
の
方
で
す
。
た

６５

だ
し
、
次
の
場
合
は
、
特
別
徴
収

の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

①
当
該
年
度
の
老
齢
基
礎
年
金

額
が　

万
円
未
満
で
あ
る
方
。

１８

②
当
該
年
度
の
特
別
徴
収
税
額

が
老
齢
等
年
金
給
付
の
年
額
を

超
え
る
方
。

　

特
別
徴
収
は
、
老
齢
基
礎
年

金
等
が
対
象
で
、
対
象
税
額
は
、

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
割
額

及
び
均
等
割
額
と
な
り
ま
す
。

※
こ
の
制
度
は
、
個
人
住
民
税

の
支
払
い
方
法
を
変
更
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
新
た

な
負
担
は
生
じ
ま
せ
ん
。

　

特
別
徴
収
（
天
引
き
）
の
開
始

は
、
平
成　

年　

月
支
給
分
の

21

10

年
金
か
ら
と
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め　

年
度
の
税
額
の
半
分
に

21

つ
い
て
は
、
平
成　

年
6
月
及

21

び
8
月
に
納
税
通
知
書
に
よ
り

納
め
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な

い
方
の
個
人
住
民
税
に
つ
い
て

は
、
従
来
ど
お
り
の
方
法
で
納

め
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課
課
税
係

　

殺
0
1
3
7
・
8
4
・
5
1
1
1

お
詫
び       　
　
　
  　
　
　
  

　

広
報
せ
た
な
２
月
号　

ペ
ー

１７

ジ
の
お
く
や
み
欄
で
「
坂
本
幸

雄
さ
ん
（
新
成
）」
と
あ
る
の
は

「（
太
櫓
）」
の
誤
り
で
し
た
の
で

お
詫
び
し
て
訂
正
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。お誕生おめでとう 　　　　

○河田　 瞬汰  く  ん　（直樹）西丹羽
しゅんた

○髙橋はるか ちゃん　（準也）東大里１区

○新保　 温大  く  ん　（法男）本町１区
は る と

○平賀　 未菜  ちゃん　（英勝）東大里３区
み な

○光銭　 洸太  く  ん　（ 浩 ）久　遠
こ う た

○佐々木 和哉  く  ん　（正人）　  都
か ず や

ご結婚おめでとう　　 　　

　彌左　直人 さん　西大里

　坂本麻衣子 さん　兵庫県

おくやみ申し上げます 　　

○大口　桂治 さん　（５７歳）愛　知

○植田　早實 さん　（８２歳）豊　岡

○徳光　忠治 さん　（７６歳）北檜山

○櫻庭　積美 さん　（９２歳）豊　岡

○新庄　静子 さん　（９８歳）北檜山

○栗本　　茂 さん　（７６歳）北檜山

○奈良　英子 さん　（７１歳）豊　岡

○新保　友一 さん　（５８歳）本町６区

○柳田　　操 さん　（９５歳）北島歌１区

○岡崎　サヨ さん　（９８歳）三杉荘

○武藤　五月 さん　（69歳）久　遠

○伊藤　　訓 さん　（59歳）　  都

○佐野　一雄 さん　（73歳）久　遠

○佐々木トワ子 さん　（74歳）　  都

灼 年金係からのお知らせ 　　　　                      　　

■問い合わせ先／函館社会保険事務所 殺 ０１３８-５６-１１６5
・本庁町民児童課戸籍年金係 [担当/尾野] 殺 0137-84-5111（内線１１３7）
・瀬棚総合支所総務税務課戸籍年金係 [担当/竹内] 殺 0137-87-3311（内線3115）
・大成総合支所町民福祉課戸籍年金係 [担当/奥村] 殺 01398-4-5511（内線２１５８）

ムダにしていませんか？あなたの国民
年金保険料

　年金を受けるためには、国民年金保険料

を納めている期間と、免除が該当になった

期間※１）、そして厚生年金等の加入期間を

合わせて原則２５年（３００ヶ月）以上が必要

です。例えば、厚生年金に加入したことが

ある方でも、厚生年金期間と国民年金保険

料の納付期間や免除期間と合わせて３００ケ月に満たない場合は、

将来年金を受け取ることができなくなってしまいます。

　また、国民年金の給付には、老後の生活保障である老齢基礎年

金のほかに、思いがけない事故などにより障害が残ったり、死亡

したときには障害基礎年金や遺族基礎年金※２）が支給されます。

　自分自身のため、家族のため、納めてきた保険料をムダにしな

いためにも、まずは年金を受け取る資格をつけましょう！　

　免除に関する相談や加入期間の確認など、お気軽に社会保険事

務所や戸籍年金係までお問い合わせください。

※１）半額、3/4、1/4免除の該当になった方は、残りの保険料を

納めなければその期間は、未納になってしまいますので注意して

ください。

※２）遺族基礎年金は、生計維持関係のある１８歳未満の子（障害

のある子の場合は２０歳未満）がいるときに支給されます。


